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地方公共団体財政健全化法に係る

健全化判断比率などの状況
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、本町においても平成21年度決算について算定した財政指標
について、広報紙と町のホームページにより数値を公表します。
　また、平成20年度から義務付けられた計画策定に係る早期健全化基準や財政再生基準については、平成21年度決算
数値においては基準内の数値となっています。

※　�実質赤字比率は−1.95％、連結実質赤字比率は−4.09％と算定されていますが、国からの通知により赤字比率がマイナスと
なる場合は『−』で表示することとなっているため表記のとおりとします。また、連結実質赤字比率の中に含まれる公営企業
会計（水道事業会計・下水道事業特別会計）に係る資金不足比率においても、それぞれ−61.9％、−0.4％となっていますが、同
じく『−』で報告をしています。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率
弟子屈町の数値 －（※） －（※） 17.5％ 153.3％ －（※）

早期健全化基準 15.00％ 20.00％ 25.0％ 350.0％
（経営健全化基準）

20.0％
財政再生基準 20.00％ 40.00％ 35.0％

【早期健全化基準および財政再生基準とは？】
　財政の早期健全化基準を超えてしまった場合は、財政健全化計画を策定し、数値が基準内となるように自主的な改
善努力を行うこととなります。具体的には事業を縮小したり、収入増のため町民の皆さんに使用料や手数料の値上げ
による負担をお願いすることなどが考えられます。
　財政の再生基準を超えてしまった場合は、国などの関与による確実な財政再生を行うこととなります。財政健全化
計画の策定はもちろんのこと、地方債の借り入れも制限され、新たな事業を行うことは難しくなります。また、国など
の指導による再生となるため、町民の皆さんの相当な負担増が予想されます。現在の夕張市のような状況になると思
っていただくと分かりやすいと思います。

【今後の見通し】
　現在のところ本町においては、上の表のとおり早期健全化基準等を超えておらず、今後についても基準を超えるこ
とは想定されていません。しかし、財政状況が非常に厳しい状態であることには変わりがないため、引き続き徹底し
た歳出削減、歳入確保に努めていく必要があります。

❑問い合わせ先／役場企画財政課財政係☎４８２‐２９１３（課直通）
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